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書　評

三好正巳編著「現代日本の労働政策」

　　　　　　　　　　（１９８５年４月　青木書店）

加　藤　佑　治

１

　本書はわが国労働政策の現状について４年剛こわた って集団研究をおこな ったその成

果である 。まず本書の構成と執筆分担者を見ておくことにしよう
。

　序論現代資本主義と労働政策（三好正巳）

　Ｉ　現代目本労働政策の性格（同上）

　ｎ　労働政策＝行政展開の諸段階（坂野光俊）

　皿　企業ｒ共同体」化と労使関係政策（伍賀一道）

　　〔事例研究〕一（１）地方自治体の労使関係政策（同上）

　Ｖ　ＭＥ　ｒ合理化」下の労働関係と労働基準（佐藤卓利）

　　〔事例研究〕　（２）資本制家内労働と西陣賃機の労働関係（横山政敏）

　Ｖ　今目の雇用管理と労働力政策（三富紀敬）

　　〔事例研究〕　（３）特定不況地域の雇用保障（同上）

　Ｍ　ｒ福祉国家」の危機と労働者福祉（横山寿一）

　　〔事例研究〕　（４）巨大企業の障害者雇用とｒ福祉」（上掛利博）

ｗ　労働財政合理化の展開過程とその現段階（坂野光俊）

　現代目本の労働政策を究明するに当 って編者はその視角を明示している 。すなわち本

書執筆者全員のｒ合意の結果として，分析領域を労働市場から労働制度に移すことにな

った。つまり ，資本蓄積，相対的過剰人口の累積，労働力政策という最も普遍的な展開

をさけ，現代資本主義の政策体系のなかの労働政策を制度として分析することとした
。

しかも ，制度の機能分析に対比して，構造的な分析を試みた」（はしがき）とされる 。こ
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のような視角をもっ て書かれた本書は，今日わが国において急壷と薪走左濠柏去毛二七

哀曲亡ららゑ志垂画壷粂６尭由こ重要な一石を投じた力作である 。

　本書は編者あとがきでものべられているように，「地理的に離れた研究者」達によっ

てスケジュール調整の困難をおかしておこなわれた。編者はこれ等研究者が共通の理論

的課題に「一応の解決をあたえながら，執筆者全員が共通の視点と手法をもっ て， それ

ぞれの対象を分析することは，各人の研究関心の違いもあ ってかなり困難であ った」

（あとがき）と述べられている 。筆者はこうした困難にもかかわらず，急激にかつ根本的

に変化しつつあるわが国労働政策に対して本書の各執筆者が共通の鋭い間題意識のもと

にそれぞれのテーマに迫り全体としてすぐれた現代労働政策解明の書たらしめているこ

とに深く敬意を表するものである 。

　ところで筆者は当初本書各章にわたってそれぞれのその内容の紹介をおこない，それ

ぞれについての筆者たりの見解を述べる意図であ ったが，結果的にはわずかた例外をの

ぞき編者三好教授の執筆になる序論ｒ現代資本主義と労働政策」およびＩ　ｒ現代目本労

働政策の性格」に視点をしぽらざるを得なか った。それは筆者の批評力にもかかわるも

のではあるが，この序論およびＩで提起された重要な問題意識一おそらくそれは４年

間にわた っておこなわれた共同研究に参加した編者をはじめとする全執筆者の共同の成

果でもあ ったろう　　が本書全編を貫く流れをなしており ，筆者にとっ ては与えられた

時間と紙数において批評の任を果すにはこの方法が最善と思われたからである 。ご了承

を得たい 。

　まずｒ序論」である 。この部分は全体で２７０ぺ 一ジにわたる本書の中でわずか１２べ一

ジを占めるに過ぎたいが，今日展開されつつある現代日本の労働政策の基本的特質につ

いての編者の見解をきわめて圧縮した形で述べられており ，評老にとっ てもっとも重く

感じられた部分である 。

　序論ｒ現代資本主義と労働政策」は，１現代資本主義をどうとらえるか，２労働政策

と杜会国家，３労働基準の形成と労働者の３つの部分からな っている 。序論の筆者であ

る三好氏は序論第１節ｒ現代資本主義をどうとらえるか」の冒頭を次のようなきわめて

含蓄のある文章ではじめられる 。ｒ現代資本主義という概念は，ケイソズ政策が実施さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２１）



１２２　　　　　　　　　立命館経済学（第３４巻 ・第４号）

れ， 資本主義のもとで繁栄が持続するようにたり ，貧困，不平等，経済的不安定という

欠陥をもっ た古い資本主義が変化したということを含意していた。１９５０年代のアメリカ

資本主義の繁栄を背景にして，資本主義は変わったという現代資本主義論が登場したの

であ った。このような経過からすれぱ，１９８０年代の今日の資本主義を，理代資本主義と

してなお観定し続げうるとすれぱ，古い資本主義の欠陥は，ヶイソズ政策の有効性がど

うであれ，また非ケイソズ主義のもとでも ，それは再び現われるものでたいことを実証

しなげれぱたらない」。この指摘についての評者の感想は後述することにして，三好氏

はこの項において１９８０年代におげる今日の資本主義の政策をケイソズ政策後のｒ非ケイ

ソズ政策」として把握されるが，このｒ非ケイソズ政策」は１９７４年下期多くのＯ　Ｅ　Ｃ　Ｄ

諸国で短期市場金利が高騰し，通貨成長が急速に減少して世界経済が後退期に入るや

「ケイソズ政策から非ケイソズ政策への移行が始ま」っ たとされる（４べ一ジ）。 だがこ

の世界的に展開されるｒヶイソズ政策への反省」は，わが国をもふくめて，とくにわが

剛こおいてアメリカに対するｒ政治 ・軍事同盟を前提とするかぎり」レーガソ政権のポ

リシー・ ミックスはわが国の政策をｒ拘東することに留意する必要がある」（５べ一ジ）

と指摘される 。そして氏はこの非ケイソズ政策のもとで現代資本主義はｒ構造的雇用創

出」を必要とするようになる 。すなわちそれは，ｒ失業率とイソフレ率の国民経済的に

もっとも合理的な組み合わせを目標とし，失業率をどこまでも下げるという完全雇用は

放棄したもとでのことである」，こうして「構造的雇用創出」をおこなうには，「自然失

業率（実質賃金が生産性上昇率でしか上昇しないときの失業率　　原文のまま）」を制約してい

る諸要因すなわちｒ失業保険制度，職業訓練，職業情報たどを洗い直して，自然失業率

を下げることに．よるほかに方法はない」。だが，こうした方法によっ て労働市場機能を

回復し自然失業率を実現し，構造的雇用創出をおこないえたとしても ，ｒそれは複雑な

労働関係のもとでの不安定た就労を強制することになる」（６べ一ジ）とされる 。そして

さらに三好氏は，また非ケイソス政策のもとにあ っては実質賃金が生産性上昇の範囲で

しか改善されないために，ｒ労働市場機能」を回復させることによっ てｒ構造的失業」

を解決しなげれぱならない以上ｒ不安定職業労働者の増大により ，フェ アな貿易条件の

ための国際労働基準の普及には，困難が増すことを留意しなげれぱならたい」（６へ一ソ）

という言葉でこの項を結んでいる 。

　ここに最近におげる非ケイソズ政策の帰結を氏が予告しているように思えるが，この

ように見てくると筆者にとっ てきわめて難解に思われた冒頭一節の意味するところが ，
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つまり最近の非ケイソズ政策が国内的にも ，国際的にも資本主義の矛盾を激化させ，か

つてケイソズ政策がもっ ていた役割を決して担い得たいのだという氏の簡潔にして鋭い

指摘が筆者にも見えてくるように思われるのである 。

　序論２のｒ労働政策と杜会国家」では，ケイソズ政策から非ケイソズ政策に転換する

のにともたう労働政策の変更において，行政の役割がきわめて大きくな ってくることが

指摘され，政策転換の上での法彬成と法執行の過程での行政の役割が拡大することの意

味内容が深く分析される 。すなわち三好氏によれぱ，Ｏ　Ｅ　Ｃ　Ｄ経済統計部が主張してい

るように労働政策の推進主体の側はｒ労働組合の交渉力，失業補償などの福祉制度」が

労働市場機能を弱めており ，これが現代資本主義の「雇用創出機能」を低下させている

のであるとして，こうしたケイソズ政策とともに築かれてきた労働制度のｒ改変」を追

って来ている 。つまり実際の失業率カミｒ自然失業率」をこえて上昇したとき「これまで

の労働制度は，失業補償支出を増加させ実質賃金も引き続いて上昇させるように機能す

る」。だが，非ケイソズ政策にとっ てはｒ労働制度」がこのように機能することは決し

て好ましくない。そこで，その構造を変えて，その機能が別のあらわれ方をするように

しむける」。こうしてｒ安定的労使関係」を基盤として成り立っているｒ福祉国家」の

基盤が揺がされることに次る 。すたわちｒ自然失業率」よりもさらに実際の失業率が上

昇しているというのに，たおかつ失業補償を引き締め生産性上昇以下に実質賃金をおさ

えるということは，イソフレという代償のもとでｒ完全雇用」を追求して福祉国家と称

して来たケイソズ主義にもとづいて来たｒ現代資本主義」にとっ て大きたｒ政策転換」

である 。なぜならぱこの非ケイソズ政策がｒ労働と生活の基準の改善を停止し，しかも

一時的にではなく常態的に停止させ，ぱあいによっ ては低下させることになるからであ

る」。そしてさらに三好氏は，こうしたケイソズ政策から非ケイソズ政策への政策転換

は， 労働制度の構造に改変を迫るものではあるが，しかしたがらｒその改変の内容 ・程

度がどれほどのものであるかは，現代資本主義の構造的危機の深刻さを計るために正確

に推断する必要がある」（８ぺ一ジ）としてその推断のための次の３つの指標を提示され

る。 すたわち第１には「制度自体の改変がどの構造領域にまで及ぶものかを明らかにし

なげればなら汰い」，第２にはｒ法改正によるか否かにかかわりなく ，構造の変化によ

って制度機能にもたらされる影響をは っきりさせることである」。そして第３には「こ

うした制度の構造改変を進める力を見きわめることが必要である」とされる 。そして氏

は第１の例として労働基準法やさらに雇用保険法のどの範囲のどの部分に及ぶかを明ら
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かにする必要がある，とされる 。第２の例としては，労働者派遣事業法，男女雇用機会

均等法の制定によっ て， 労働基準法の総則境定にもりこまれた４つの原則（均等待遇，強

制労働の禁止，中問搾取の排除，公民権行使の保障）のどこまでをｒ実質的に否定しようとし

ているのか」ということを明らかにするということである。そして第３の説明として氏

はｒこうした制度の構造改変」を進めるカを見きわめるためには，経済 レベノレの問題と

してはイソフレが高まるもとでのｒ高失業率すなわちスタグフレーンヨソ」，政治 レベ

ルではｒ行政府権力の拡張をとどめようとする圧力を考慮しなげれぱならない」とＬ

ｒこれこそまさに，不況にもかかわらず有効需要拡大政策をとらず『小さな政府』を志

向する非ヶイソズ的ポリシー・ ミックスの狙いなのである」（同ぺ一ジ）とされる 。以上

のように氏はケイソズ主義的労働政策の非ケイソズ的労働政策への転換が現代資本主義

にとっ て一大転換であることを指摘し，さらにこの政策の転換がどれほどのものである

かを正しく推しはかるための指標を提示されておられるのであるがさらに氏はこうした

前提の上に次のようにきわめて興味深い指摘をされている 。すなわちｒところで，労働

制度の改変をふくむ政策転換に合意を求めようとするとき，杜会国家の立法の過程では

政策決定のサブシステムが拡張 ・活用される 。たとえぱ国家行政組織法にもとづき法令

で設置された審議会はともかくとして，法的には根拠のない大臣ないし局長の私的諮間

機関（研究会，調査会）による同業組合代表（経営者団体，労働組合，農業団体，医師会など）

との合意が，政策決定にあた って事前にとりつけられる 。ふ之七今白と嘉“・そ土法 （法

律）の概念は拡大され，現代資本主義の立法は法形成過程と法執行過程をふくめて理解

されなげれぱ実態をつかみえなくな ってきている」（９ぺ一ジー傍点引用者），と 。そして

こうした圧力団体としての「同業組合代表」が立法と執行過程に果たす役割は急速に大

きくな ってきており ，しかもこのぽあいに「議会を通す働きかげよりも行政をとおして

の関与の方が重きをなす」（９べ一ジー傍点引用者）。 もちろん氏はこうした傾１向は，すな

わち「立法過程において杜会諸集団のいろいろな力が作用する」という傾向は当然あり

うることであるということを指摘するのを忘れない。だが同時に氏は労働制度を構造改

変するこの政策転換においては，以上のような政策決定におけるｒサブシステム」を活

用することは，「今目では新しい意味をもつ」とされる 。すなわちこの新しい意味内容

は第１にｒ法形成過程において労使の合意をとりつげるとき」に，ｒ同業組合代表とし

ての独占的地位が労使，とりわけ労働組合において形成されていないぱあいに，言いか

えれぱ労働組合代表が「ヘゲモニーをもちえないぱあいに」行政が大きた役割を果させ
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られる 。第２にｒ法執行過程において」大幅な裁量権のもとに官僚制機構を利用して

ｒ立法の趣旨を逸脱した行政行為が行なわれるぱあいに，その役割の大きさが問題とな

る」，とされる 。ここに労働運動か退潮し，かつ議会制民主主義が損われている今目の

状況のもとで生じているｒ政策転換」の内容についての氏の鋭い洞察を見ることができ

るのである 。

　序論３のｒ労働基準の彩成と労働者」では，まず三好氏は『資本論』第１巻第２３章第

３節「相対的過剰人口または産業予備軍の累進的生産」において資本制的蓄積が一方で

労働にたいする需要をふやしながら，他方で同時に失業者の圧力が就業者により多くの

労働を強制すると述べられていることを指摘しつつ次のように言われる 。ｒつまり ，そ

こでは，就業者と失業者の関係において，労働の支出量がとらえられているのである 。

労働の杜会的必要総量が，生産物の杜会的必要総量と一致しているという前提において

労働支出の量的基準をとらえれぱ，この労働基準は，失業者の圧力によっ て就業者に強

制される労働量となる 。労働の杜会的総量が，全労働者に分割されるのではたく ，就業

老に分割されるということを，労働基準は示している」と 。つまり労働基準は「資本の

蓄積によっ て窺定されている」のでありｒ労働基準は，就業老ぱかりか失業者とも関連

してきまる 。失業者が増加しその圧力が増せぱ，就業者により多くの労働が強制され

る」。そこで失業者を減少させるためには，相対的過剰人口の累増を一時的にせよ止め

うる急速な経済拡大が持続されたげればならないのであるが，こうした拡大が持続しう

るとすれぱ，労働基準は，就業者と失業者を問わず，労働と生活の基準となることがで

きる 。だがこうした拡大はｒ例外的にしか存在せず，失業者を残存させるかぎり ，労働

基準は去勧 と主法ら垂奉を分離させることになる」（！１ぺ＿ジ＿傍点引用者）とされる 。こ

のように氏は資本制的蓄積が失業者を残存させ，労働基準の内容における労働と生活の

基準を分離したものにするということを指摘した上でさらに労働基準について次のよう

な概念を提示される 。「労働基準は，賃金　　時間あるいは個数ではかられた賃金

がそれに関与するにしても ，賃金に表示される労働によっ てのみ示されるものではた

い。 労働基準は，利潤部分をも含む労働の総量によっ て示されるものである 。労働基準

は， 杜会的総生産に必要た労働総量を，総就業者数で除したものであるが，その具体的

な水準は，賃金，労働時問，労働強度，労働環境などで示される 。したが って労働基準

は， これを分配の基準としてみれぽ，杜会的総生産物の純増部分を資本家と労働者との

あいだで分割する比率となる」とされる 。そして，「いくら働くかという労働基準とい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２５）
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くら支払われるかの分配基準との，この分離は，資本と労働との交換関係に内在する所

有と労働の分離を表わしている 。つまり ，労働者が生産した生産物は資本所有者のもの

で， 労働者は労働力の価値に見合う賃金を受げとるだげである 。労働基準と分配基準の

この分離は，労働基準が具体的水準として賃金，労働時間などで示されるさいに，分配

基準としては労働者と資本家との階級的対抗関係のもとで生活の保障水準を確保する問

題を発生させる。階級闘争の結果として，分配基準の保障水準を確保させることが，労

働者の生活を保障する杜会制度を成立させることにたる。それとともに，杜会の構成員

全員の生活を保障する制度として，失業者にたいする生活保障を制度内にとりこむこと

になる」（１２ぺ一ジ）と
。

　三好氏によるｒ労働基準」概念に対するこの叙述部分は筆者にとっ てもっとも難解な

部分であ って，氏による更に一歩ふみ込んだご説明を頂きたいところであるが，筆者た

りに敷術すれぱ，氏はここで労働基準の本源的規‘定と歴史的揚定を確定されることによ

って歴史的展望を得ようとされておられるようである 。

　このようなｒ労働基準」概念を確定された上で氏はこの序論部分においてもっとも注

目すべき，かつ氏がもっとも主張したいであろうと思われる理論を展開されるのである

が， この点はこの序論部分においてのみたらず本書全体においてももっとも傾聴すべき

もののように筆者には思われる 。このことを一言で尽すことはむずかしいが，あえて言

えぱ氏はここで玩代資本主義におけるケイソズ政策から非ケイソズ政策への転換のも

つ， 労働者階級の労働と生活に重大た否定的作用を及ぽすこの歴史的な意味内容を ，

「労働制度の構造」の根本的変化の間題として内在的に把握されようとしていることで

ある 。すたわち氏は古典的理論においては，不況期においても労働力の需給関係は賃金

が低下することによっ て均衡するものとされて来たが，こうした状況のもとにあ って

は， 失業者はｒ生活困窮者」ｒ救貧法の対象者」にすぎずｒ分配基準の外におかれるも

のでしかなか った」。これに反して，分配基準が就業者と失業者とを含めてとらえられ

るようになるのは「現代資本主義」つまりケイソズ主義においてである。すたわちケイ

ソズ主義において労働基準と分配基準はともあれその分離を克服することになる。もち

ろんｒ分配基準とのあいだの分離から回復した労働基準は，この回復だげでは労働と所

有の分離を克服できるものではたい」。とはいえ，失業者にも分配がおこなわれるとい

うことは，ｒ労働と所有の分離」にとってのｒ一定の克服」言いかえれぱｒ搾取に対す

る制限」でありｒ資本機能の制限」を意味する 。こうしてケイソズ主義においてはｒ労
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働者にたいする分配の改善と保障の制度」が不可避となるのであるが，このことはまた

労働者階級をしてｒ分配の改善と保障の痘未ｕ」（傍点引用者）を国家に対して主張しうる

根拠が与えられる 。かくして現代資本主義の労働制度の構造は「基本的には労使関係と

杜会保障の制度によっ て構成され，名目賃金の上昇と失業補償の拡充を実現する」。か

くして三好氏によれぱｒケイソズ政策がとられるかぎり ，この労働制度の構造のもとで

労働者は，その獲得物を増嵩させうる」（１４ぺ一ジ）ということになる 。

　しかし，氏の強調したいことはこれ以後のところにある 。すなわち，このようにケイ

ソズ政策によっ てつくられた労働制度の構造は玩代資本主義がスタグフレーショソにお

ち入り ，ケイソズ政策から非ケイソズ政策へと転換昔ざるを得たくた ったとき変化せざ

るを得なくた ったのである 。そしてこうした労働制度の構造の変化は以下のような形で

ひき起される 。すなわち第１には実質賃金の上昇を生産性上昇以下に押さえこむために

ｒ団体交渉を分権化して企桑垂壷歯糸壬細と」（傍寺引用者）労働制度をｒ再構成」しよ

うとすることによっ て。 第２にはこれまでケイソズ政策によっ てとらえられていた失業

率をどこまでも下げる完全雇用を放棄することによっ てｒ自然失業率を基準にして実際

の失業率がそれを若干上回る不況のぱあいにも ，有効需要の創出によらず実質賃金の低

下によっ て失業率を下げようとすることでもたらされる」（傍点引用者）。 そしてこのこ

とは結局のところｒ福祉制度の見直し」ということにゆきつくのであり ，さらにはこう

した労働制度の構造の変化はなによりもｒ労働者権利の状況の変化」としてあらわれる

ことになるのである 。

　以上分量としてはわずか１２べ一ジにすぎない本書の序論部分の要約に筆者はほぽ同じ

分量の言辞を費すの愚を犯してしまっ た。 だが筆者がこうしたのは筆者の要約能力を別

にすれほ，このわずかな量の序論に本書の編者たる三好氏の現代労働政策に対する深い

洞察がきわめて凝縮された捗でしめされており ，このことが本書全体の流れをも彩づく

っているように思えるからである 。

　同じ三好氏によるＩ　ｒ現代日本労働政策の性格」は，以上のような視角から氏が毘代

目本の労働政策の間題に取り組んだいわぱ各論にあたる部分である 。換言すれぱ序論で

は現代労働政策がｒ現代資本主義」というグ 巨一バルな視点から考察されていたのに対

し， ここでは現代資本主義におげる政策転換が目本の労働政策においてどのようにあら

われ，いかなる特徴を彬づくっ ているかが究明される 。

　本早ではまず，一　ｒ今日の労働経済情勢と労働政策」において，わが副こおけるヶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２７）



１２８　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３４巻 ・第４号）

イ：■ズ政策の後退する中で，労働行政が杜会保障制度の見直しとともに，雇用機会の拡

充と団体交渉よりもｒ適当な参加（労使協議）とを重視する労使関係制度におげる分権

化を合わせて，労働制度改変と結びついた内容にた っている」と指摘し，さらに今日の

労働政策の特徴は労働行政がｒ職場労使関係 レベルに焦点を当てていること」であると

いう注目すべき指摘をおこな っている 。

　次いで三好氏は二．ｒ労働行政におげる今目的特徴」において，労使関係，労働基準 ，

職業安定および労働者生活の各行政が今目現実に．どのような展開を見せ，かつどのよう

な特徴をもっているかを具体的に究明する 。まず労使関係について見れぱ今目の労使関

係行政は企業労使関係行政と労働組合側からの政策 ・制度要求にかかわる行政の二つの

領域があるとする 。だがこの二つの領域におげる労働行政の重点は，あくまでも両者の

企業労使関係行政にあるのであ って，後者にはない。政策，制度要求は全民労協がその

活動の柱」としているところでもあるが，しかしそれは政府の労働行政にとっ てはむし

ろ歓迎すべきところとな っている 。すなわち，氏はこの点を次のように鋭くかつ明快に

指摘している 。「全民労協主軸のｒ春闘再構築論』に一ついては，目経連はもちろんのこ

と， 鉄鋼労連をは ’じめとして労働組合内部にも意見の不一致がある 。賃金の統一交渉が

否定されるがゆえに，政策 ・制度要求は，組織拡大が追求されるなかで，全民労協の活

動の柱として重要なものとたる 。なぜなら，企業労使関係は，賃金格差をフリソジ ・べ

系六パ抽足手拙垂紬５ ，そのための維繍足余錨き篶占、ら七ある」

（傍点引用者一２６ぺ一ジ）。 かくして労働行政の主要な側面は第一の企業労使関係行政にあ

るが，それは次のような論理によっ て立ちあらわれる 。すなわち，「ケイソズ主義と福

祉国家」からの脱却は，従来の労使慣行に一定の変更をせまるものであ って，たとえぽ

イギリス ・サ ッチャー政権の例がそれである 。ここでは１９８０年雇用法，８２年雇用法，８３

年労働組合法によっ て， ヒース政権で整備された労使関係の法秩序が段階的に復活させ

られてきたことなどは，ｒ労働慣行の規制 ・変更を示す一つの事例」である 。この点は

わが副こおいても然りであるが，この剛こおいては「ケイソズ主義と福祉国家」からの

脱却は「高度成長時代の賃金引上げ慣行を見直す」という形でおこなわれており ，ｒこ

の見直しは，生産性上昇の範囲内での賃上げを可能にしてきた労使慣行，すなわち生産

性協議と支払能力を考慮した賃金交渉を軸とする労使関係をさらに一歩すすめることを

意図するもの」である 。つまり ，このことは次のことを端的に主張しているのである 。

すなわちもはやケイソズ主義からの脱却によっ てこれまで高騰してきた消費者物価は
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「安定」したのであるから，毎年おこな って来た賃金引上げ交渉の必要はなくな ったの

であ って，わずかに必要とされるのはｒ企桑の成長目標」，ｒ体質改善目標」とｒ由丘」

する賃金決定（傍点引用者）にすぎたいのである ，と 。見られるように，ここにはわが国

労働行政が，ひいてはわが国現代労働政策がなによりもまず企桑缶徒南森直粂 として立

ちあらわれざるを得たい論理が見事に易咄されている 。

　次いで三好氏は労働基準についてのべるが，氏は労働基準行政は本来ｒ労働者の生命

と健康を守り ，快適な作業環境を形成することである」と指摘した上で最近の労働基準

行政がこうしたものから大きく変質しつつあることを明らかにする 。すなわちそもそも

ｒ憲法第２７条第２項にもとづき，賃金，就業時問，休息その他の勤労条件の基準を法律

で定めるにあた って，その当時，戦前の労働関係に残存していた封建遺制の排除が不可

欠であ つた。しかし，現在，労働大臣の諮間に答える私的機関である労働基準法研究会

の報告では，労働関係から封建遺制を排除するという当初の理念は時代遅れのものとさ

れ， この理念にもとづく労働基準法上の観程の改廃が主張されるようにな った」。そし

て今やこれにｒかわ って，高齢者と女子の雇用創出，ＭＥ化を軸とするサ ービス経済化

に対応した麦鼓左壷桑彦由三貞口し走缶働由糸二去働垂傘杉汝糸毒睦 とな ったとされる」

（傍点引用者一２７～２８べ一ジ）と 。そしてこうした「柔軟な就業彩態」たる労働者派遣事業

とパートタイムに対する政策が，あたかも，かつてかの家内労働関係を解決するという

よりもむしろ家内労働法によっ てこれを公認したのと同じように法的にないし行政的に

その実態を追認するものでしかないものとな っていることを鋭く指摘する 。

　さらに職業安定についてはｒヶイソス政策が反省され，過剰な労働力を吸引する経済

成長が望めないとしたら，アメリヵの戦略と政策のもとで，独自の政策手段をとりえな

くな っているなかで，この過剰をどのように解決しようというのであろうか。そこで，

政策担当者からすれぱ，労働力の価格が下がれぱ，労働力需給の均衡が回復するという

古典的発想に回帰することになる」。そしてこのための方策として政策側はすでに見た

賃金の下方硬直性を解決して労働力の価格をおし下げるための方策として労使関係の再

編成に手をつけているのであるが，同時に労働力移動の阻害要因の排除がもう一つの政

策としてとり組まれる 。この場合の労働力移動阻害要因として行政の側が分析している

のは企業内の過剰雇用と高齢者 ・女子の労働力率上昇によるｒ労働市場への流入」であ

るが，こうした過剰労働カヘの対策はそれぞれの市場の「柔軟化たいし活性化を実現す

ること」であるとされるがこのためにあらわれるのが，労働者派遣事業の法認であり ，
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勤労婦人福祉法と労働基準法とを一対としたｒ改正」であり ，さらにはパートタイム 労

働対策要綱を策定する動きである 。そして三好氏はこの一連の動きの結末を次のように

鋭く指摘する。すなわちこうした労働力流動化を促進しようという動向は，ｒ労働基準

行政の監督行政という性格」を後退させているだげでたく ，ｒサ ービス行政としての職

業安定行政の性格すらも大きく変えようとしている」，つまり職業指導を不可欠とした

本来の職業紹介をしてｒ求人情報サービスの提供」（飯点引用者）機関に堕せしめる，と
。

　ところで労働政策は労使関係，労働基準　職業安定の領域のみたらず，労働者の職場

内外の生活にかかわる労働者福祉を対象とするが，ケイソズ政策後の労働者福祉は，企

業の能カ主義的人事管理のもとでｒ総額人件費の合理的配分とフリソソ ・へ子フィヅト

に規定」されるものとたる 。ここにおいてはｒ完全雇用の実質的破綻と賃金抑制，杜会

保障費の節約されるもとで」結局労働者はｒ企業福祉」に頼らざるを得なくなるのであ

るが，この「企業福祉」たるや労働者をして企業第一主義のもとに抑制された生活を定

年にいたるまで継続させるものにしかすぎず，しかも高率の失業率とｒ労働関係の層 ・

構造化」によっ て格差のあるｒ企業福祉」のもとに分散化をよぎなくさせるものとな

る。

　三のｒ労働政策の民主化と労働者権利」では労働政策の民主化の方途が追及される 。

このために三好氏は，まず労働者の権利の概念を明らかにした上で，この労働者権利

は， 集団取引のための団体交渉制度，国家法 ・自主法および労働慣行によっ て保障され

る。 そしてこの場合の労働者権利の保障は失業者にたいする保障を含めることによっ て

冥の保障たりうる 。な畦なら労働者に保障される権利は，労働と生活の基準の保障であ

り， 労使関係，杜会保障の制度を包括する広範た制度すなわちｒ労働制度」のｒ機能と

．して保障されたもの」であるからである 。そしてこの労働制度が，今や現代資本主義の

構造的危機によっ て， 労働と生活の基準を保障する機能を後退させられようとしてい

る。 それは具体的には男女雇用機会均等法の制定の動きであり ，労働者派遣事業の法認

の動きであり ，パートタイム労働対策要項の決定たどの動きであり ，さらにまた以上の

動きにともなう労働基準法ｒ改正」と運用方針の策定さらには健康保険法ｒ改正」と年

金制度のｒ改革」にしめされる杜会保障制度のｒ見直し」の動きがこれである 。

　こうした労働政策の動きに対し労働組合と労働者はどのように対応し労働政策の民主

化をかちとるべきであろうか。三好氏によれぽ福祉国家の労働制度は経済成長が持続す

るかぎりでｒ協謝こよる成果配分の拡大を保証すべく労働市場の規制」をおこた ってき
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た。 しかし持続的な経済成長が困難にたると協調による成果配分を拡大することはむつ

かしくなり ，さらにこうした中で非ケイソズ政策がとられるようにたると ，むしろ成果

配分の削減が要求されさえする 。こうして福祉国家の労働制度が「改革」されることに

たり労働と生活の基準は低下させられ，それによっ てｒ資本主義の危機構造」からの脱

出がはかられるに至る 。だがこうした「改革」に対抗する運動が呼び起されるが，この

運動は当面はまず労働制度の「改革」の阻止を課題とせざるを得たい。しかしこの「改

革」阻止の運動を成功させるためには，この運動を支える「物的根拠」がさぐり当てら

れたげれぼならたい。この物的根拠が明らかになれぱ，この運動はｒ改革」阻止にとど

まらず，労働制度のｒ民主的改革」の可能性をも生み出すこととなろう 。間題はこの労

働制度のｒ改革」と民主的改革をめくる対抗の基礎にあるｒ物的根拠」とは削こかであ

るが，三好氏はこの場合次の二つの領域を明らかに一することで得られるとする 。すなわ

ち第１は「福祉国家の労働制度の機能にたいし労働組合の関与がもたらす効果の領域」

であり ，第２にはｒ資本と労働とのあいだの配分だけでなく ，労働者問の競争を揚制す

ることによっ て資本問の競争を揚制し，資本問の配分を是正し，ひいては，資本投資を

規制するという領域である」（４５ぺ一ジ）とされる 。そこで三好氏はまず第１の領域につ

いて具体的には１９８４年の雇用保険法の一部改正案の成立過程に視点をしぼり ・改正をめ

くる全労働を中心とする労働組合の活動が改正案を部分帥こｒ是正」させたことを指摘

し， 受給者のこの運動への直接の参加がたか ったために限界をもちたがらも ，労働組合

の関与が一定の効果を持ちえたことを明らかにされる。次いで三好氏は第２の領域の問

題すなわち労働者間の競争規制力の意味するところに言及される 。三好氏によれぱ従来

労働行政の中で主張されて来たｒ合理的労使関係」とは，ｒ労使協議制」の名のもとに

団体交渉機能をこれに従属さ昔るとい ったことによっ て支えられて来たものであるが ，

今日「春闘」の解体への動きが強まるたかでｒ最終的に仕上げられようとしている」 。

したが ってこうした条件下で労働者問の競争を観制しようとすることは「困難」である

し， また労働者問の国際的規制の間題も ，国際労働機関（Ｉ　Ｌ　Ｏ）の条約批准にともな

う国内法整備が，現実には男女雇用機会均等法に見るように労働基準法の改悪と一体と

たっ て進められているところを見ると「い っそうの困難」があることを指摘せざるを得

ない。こう見てくると「労働政策の民主化は，一面ではきわめて困難をともなうものと

覚悟されねぱならない」（４８ぺ一ジ）。 しかし他面ではこの行政側がおこたう労働制度の

ｒ改革」がさけられず，しかもこれが反労働者的なものである以上，ぎゃくに民主的改
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革がますます必要であることもまた疑いたい。そしてこのためには，労働制度の「改

革」に低抗することが必要であるし，さらに．労働関係のｒ構造化」にたいし労働協約制

度の拡張をもっ て対抗すること ，また企業福祉化にたいしナンヨ ナル ・ミニマムの引上

げを対置することが重要である 。このように指摘された上で三好氏は以上の行動を保障

するものとして，ｒ企業労使関係をこえる労働組合運動を構築すること」また「ネォ ・

コーポラティズムの動きにたいし，労働者個人の権利を保障することを強調すること」

の重要さを指摘され，さらに次のような言葉でこの節を結ぱれる 。ｒ労働制度のｒ改革』

をｒ交換的』団体交渉によるネオ ・コーポラティズムの形成によっ て実現しようとして

も・ 職場の労働者をすべて統合することは困難である 。職場の労働者にたいするヘゲモ

ニーは・現実の労働制度で起きている問題を解決する正しい展望を示し，不屈の活動を

続げる労働者と労働組合とにこそ成果が保障されるものである。労働政策の民主化と

は・ まさにこのような局面におげる以上のような課題をかかえているといえよう」（４９

ぺ一ジ）。

３

　以上三好氏の執筆になる序論と第１章について若干の コメソトを交えながらもできる

だげ氏の主張に忠実にその内容を要約することに努力して来たが，果して筆者はどれだ

け執筆者の意とするところをしめし得たであろうか。万　筆者の要約に思わぬ誤りがあ

れぱ笹ひご指摘頂きたい 。

　ところで以上氏の主張を読み終って（さらに言えぱ本書全巻を読み終って）まず深く感銘

を受げたことは，現代目本の労働政策が世界経済の変動のたかで，これに対応してあら

われた新たた現代資本主義の指導理論によっ て大きく変化させられつつあることを，こ

の政策対象とな っている目本の労働者階級の視点から鋭くとらえようとしており ，かつ

こうした中での労働者階級としての対応の方向を打出そうとしていることであり ，この

ような視点を第皿章以後においても貫こうとしていることである 。これまでしぱしぱ現

代労働政策を解明しようとするとき落ち入りがちであ った偏向の一つは，息つぐ間もた

く次々と打出されてくるさまざまな彩の労働政策に対して，それがきわめて企業利益優

先なかんずく巨大独占体の利益優先で，かつ労働者階級さらには国民にとっ て苛烈なも

のであるだげに，しぱしぱ現実的かつ具体的な政策批判に終止し，それが世界的た視野
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でいかなる指導理論によっ て立ちあらわれて来ているものなのか，その指導理論が日本

の現実の中でいかに貫徹されようとしているのかを正しく把握する努力に欠けていたの

ではないかということである 。この点で言えぱ筆者自身もわが国労働政策についてささ

やかながら一定の発言をして来ており ，最近のわが国労働政策についても一定の考えを

出している 。しかし甚だ残念ながら筆者には本書に見るような視点が欠げていたという

ことを告白せざるを得たい。こうした意味で本書は現代日本の労働政策の基本性格を ，

言わぱその “正体
’’

をその根底においてとらえようとした唯一の労作であるということ

ができよう 。

　だが上述した本書の積極面を十二分に評価した上であえて，この点について一言させ

て頂くならぱ三好氏は，この新たな非ケイソズ政策出現の意味するところを強調するあ

まり ，ケイソズ政策の積極的な側面をやや過大に評価しすぎているのではたいかという

ことである 。たとえぱ氏は現代資本主義がスタグフレーショソにおち入り非ケイソズ政

策が登場するに至る過程を叙述するにあたり次のように述べられる 。ｒそこで，現代資

本主義の労働制度は，ケイソス政策による完全雇用が政策課題として追求されるとき ，

それに応じた構造をもつことになる 。その労働制度の構造は，基本的には労使関係と杜

会県障の制度によっ て構成され，名目賃金の上昇と失紬紬蛙を鎖する。タわ

姑紬二ら篶砧６，三砧鮎釦嬉差＾工抽磁如，砧壷納幽鮎
主ら乏」（衡点引用者＿１４ぺ＿ジ）と 。果してそうであろうか。ケイソズ主義のもとで労働

老はその獲得物を増嵩させうる一つの経済的条件を得るとは言えても ，上に引用したよ

うには言えたいのではないか。もちろん三好氏もケイソズ主義の限界をも原則的た点で

指摘することを忘れているわけではたい（１２～１３ぺ一ジ）。 しかし非ケイソズ主義出現の

否定的意味を強調するあまりともするとケイソズ主義の否定面が不間にふされるぱかり

か， ケイソズ政策があたかもｒ『労働者の友』のようた外見」のままにえがき出される

秋こな っている 。氏の引用したようた叙述からは「失業補償の拡充」にはあたかも問題

はたいかのように受敢られるが，しかしｒ世界的観模での民族抑圧と戦争の体制」を意

図したアメリカの巨大な軍事費と軍事 ・経済盤助のもとにｒ国際的観模でのケイソズ主

義」（置塩信雄ｒケイソズの雇用理論』の批判」ｒ経済』（季刊）１９６５年６月（第１３号）７１へ一ジ）の

一環としてとられたわが国の「高度成長下での雇用失業政策」もきわめて歎聴的なもの

であ ったことは多くの人々によって指摘されまた筆者もこれまで少なからぬ機会に指摘

して来た通りである 。こうした本書の問題点はわが国労働政策展開の段階区分にもあら
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われている 。すなわちＩ「労働政策ヒ行政展開の諸段階」がその最初の時期を高度成長

開始期からはじめている 。しかし，そもそもあの「高度成長」の開始にはアメリカから

の膨大た借款にもとつく巨大な設備投資とともに下山 ・三鷹 ・松川に代表される冷厳な

労働政策があ ったことを忘れてはなら放いであろう（これについては拙稿ｒ労働 ・雇用政策

の現段階とその特質」（黒川編ｒ現代労働の支配と変革』１９８４年労働旬報杜刊参照）。

　第２に注目すべき点は，本書ではケイソズ政策から非ケイソズ政策へのこの政策基調

の根本的変化の意味をｒ労働基準」という概念を１つのキーワードとして解明してお

り， かなりな程度これに成功していると思われることである。すなわち三好氏は「労働

基準」のｒ経済学的内容」（あとがき）を確定された上で，「失業者にたいする生活保障」

が「就業者にたいする労働基準」の緯持と同じように重視されていたケイソズ政策か

ら， 失業者への生活保障が就業者のｒ労働基準」から切り離され結局はｒ福祉見直し」

に至る非ケイソズ政策出現の論理を易咄されている 。筆者はわが剛こおげるケイソズ政

策が果してｒ失業率をどこまでも下げる」（１４ぺ一ジ）という政策をとっ たかどうかにつ

　　　　　　　　　　　　※
いては甚だ懐疑的ではあるが，氏の指摘は現代労働政策のこのドラスティックな変化を

しめす１つのポイソトをついているという点で注目すべきであろう 。

　　※　たＬかにわが国の行政はかの「高度成長」下に失業率を下げるために職業紹介の強化をは

　　　かったが，それは三好氏のいわれるような意味ではなか二たであろう二

　ただし，三好氏が序論においてかなり力をこめて理論展開をおこた っておられるｒ労

働基準」のｒ経済学的内容」については筆者はたお充分に咀曙しえたわげではない 。

　労働基準についての三好氏の理論展開についてはすでに要約したところで述へたので

繰り返すことをしたいが，三好氏が労働基準について一般に考えられる労働基準のほか

にあえて階級的対抗関係を理論枠からはずした概念を設定された意図はどこにあるので

あろうか。三好氏がこの概念を本書の冒頭に持ち出される以上はすでに要約したところ

で述べたようにわが国労働者階級の状態に１個のｒ展望」を与えようとされているので

あろうということは想像にかたくたい。だが彼岸と此岸の問に深い霞がかか っていて筆

者には全く展望がきかないのである 。たしかにこの労働基準概念は杜会主義のノルマテ

ィフを犬ざっぱに表現したものであろう 。だが移行を問題としているとすれぱいくつか

の媒介項を必要とするのではあるまいか。この点ではまたこの労働基準概念をめぐる問

題が三好氏による序論以外では全く扱われていたいが，一項を設げてこの間題を展開し

て頂きたかった。以上の点についてはぜひ今後ご教示頂きたい 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３４）



　　　　　　　　　　　三好正巳編著ｒ現代日本の労働政策』（加藤）　　　　　　　　　１３５

　以上をもっ て筆老のささやかな書評をおわりたいが，これは内容上の問題ではないが

もう１つ注文をつげさせて頂けれぱ，本書は全体として文献注を極力割愛しているよう

である 。だがこの点は一考に値しよう 。正しい注によっ てわれわれは，その論稿の新た

な達成がどこにあるのか，換言すればその科学的位置が明らかにたるのである 。これま

での研究を念頭におき文献をあげてかつポレミークなものにしたら読者は一層楽しく本

書に接しえたであろう 。

　以上甚だ勝手なことを述べて来たが，繰り返し言えぽ，本書は急激に展開されつつあ

るわが国労働政策の解卿こ正面から取り組んだ力作である 。現代 ・労働問題に関心のあ

るものは誰でも本書を避げて通ることはできないであろう 。聞くところによると編者等

は現代資本主義の解明の旅に再び出発されたとのこと ，編者および執筆老諸氏の前途を

心から祝福して筆をおきたい 。

（５３５）




